
（３） ． ． 広報おうめ

新聞を取っていない世帯の方へ広報おうめ等を無料で配布しています。皆さんの周りの希望する方にも

お声かけください。希望する方は、住所、氏名、電話番号を電話☎２２－１１１１、郵送、ファクシミ

リFAX２１－２８７９、電子メール div0110@city.ome.lg.jpまたは直接秘書広報課（市役所４階）へ３ １０ １５

中小企業を支援　おうめものづくり等支援事業（２次募集）

表１　中小企業の範囲（信用保証協会の保証ができる業種に限ります）

業種
資本金・出資の

総額
常時使用する

従業員数

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

サービス業 ５千万円以下 １００人以下

ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

表４　申請に必要な書類

対象事業者区分

法人 個人事業主 中小企業グループ

申請書 商工観光課で配布または市ホームページ（記事ＩＤ…３０６）からダウンロードした申請書に必要事項を記入して提出

市税納税証明書
法人名義で納めるべき市税を納めている
ことを証する証明書（全税目・直近１年分）

個人が納めるべき市税を納めていること
を証する証明書（全税目・直近１年分）

グループの代表（申請者）が納めるべき市税を納め
ていることを証する証明書（全税目・直近１年分）

事業者（中小企業）
であることを証する
もの

▽定款の写し

▽登記事項証明書

▽住民票

▽開業届出書の写し

▽規約等

▽構成員名簿

表２　おうめものづくり支援事業（同一事業メニューの複数申請はできません）

事業区分 事業メニュー 具体的な内容 助成内容 対象

新事業着手支援
新事業チャレン
ジ事業

企業等が、新たに製品・技術開発を行うにあたり、想定される顧客ニーズの
調査、原材料選定等の、本格的な企画や新製品・新技術開発に着手する前に
おける、検討に係る経費の一部を助成する。

補助率　２／３以内
限度額　１０万円

中小企業
中小企業グループ

販売促進支援
展示会等出展事
業

「新製品・新技術開発事業」により支援を受けた製品を見本市等に出展したり、
商談会に出席する費用の一部を助成する。ただし、「新製品・新技術開発事業」
の支援を受けた翌年度から３年間に限る。

補助率　１／２以内
限度額　３０万円

感染症対策型販
売促進支援

オンライン展示
会等出展事業

「新製品・新技術開発事業」により支援を受けた製品をオンラインで開催され
る見本市に出展したり、オンラインで開催される見本市に出展したり、オン
ラインで開催される商談会に出席する費用の一部を助成する。ただし、「新製
品・新技術開発事業」の支援を受けた翌年度から３年間に限る。
※ インターネット通販サイト、ネットショッピングその他これらに類する常
設型のウェブサイトのものは除く

補助率　１／２以内
限度額　３０万円

表３　おうめひとづくり支援事業（同一事業メニューの複数申請はできません）

事業区分 事業メニュー 具体的な内容 助成内容 対象

人材確保・
育成支援

人材確保事業
企業等が専門家による職員の採用に係るコンサルティングを受けたり、就職
面接会等の採用活動を行う事業

補助率　１／２以内
限度額　５０万円

中小企業
従業員育成事業

企業等が、従業員の資質向上のために行う、講習会等の開催または参加する
事業もしくは資格取得を行う事業

補助率　１／２以内
限度額　１０万円

企業間交流支援
企業間交流支援
事業

企業同士の交流を目的として組織されている団体が主催する交流会や勉強会
への参加または三者以上の企業間交流を深めることを目的に行われ、かつ意
見交換の場や企業紹介の場が設けられている交流会や勉強会を開催もしくは
参加する事業

補助率　２／３以内
限度額　２０万円

中小企業
中小企業グループ販売促進支援

展示会等出展事
業

企業等が自社製品を国内外の見本市等に出展したり、商談会に出席する事業。
ただし、その場で小売りすることを主な目的とするものは除く。

補助率　１／２以内
限度額　１０万円

感染症対策型
販売促進支援

オンライン展示
会等出展事業

企業等が自社製品をオンラインで開催される見本市に出展したり、商談会に
出席する事業。※インターネット通販サイト、ネットショッピングその他こ
れらに類する常設型のウェブサイトにおいて行われるものは除く。

補助率　１／２以内
限度額　１０万円

　市内の中小企業の方を支援する「おうめものづくり等支援事業」を実施しています。４月１日以降で令和４年３月３１日までに完了するものを対象に今年度

の２次募集を行います。

※詳細は、市ホームページ（記事ＩＤ…３０６）をご覧ください。

※「新製品・新技術開発事業」および「産業財産・認証出願事業」は２次

募集の対象事業ではありません。

※今年度、すでに交付決定を受けた事業メニューへの申請はできません。

対象　次のいずれかに該当する事業者

▽中小企業…市内に住所（個人）、所在地（法人）があり、かつ、市内に営

業の本拠を有する中小企業の方（表１参照）

▽中小企業グループ…市内の中小企業者が中心となったグループ

対象事業　表２・３参照

申請に必要な書類　表４参照

申請方法　１１月１５日（必着）までに申請書に必要書類を添付し、郵送で商工観光課商工労政係へ　　※持参も可
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暮らし・住まい・環境

※ 同封した同意確認書に記入のうえ、返送

してください。


